
興福寺所蔵『維摩会近来講読出仕番之記』

歴史研究室

昨年に引続き，興福寺の古文桔:・典籍の調査・整理・写真娠影を行った。r興福寺典籍文書目

録』第2巻についても原稿の追加作成と，作成済みの原稿の点検 ・補充を行った。ここでは目

録第1巻収録分の第29函14号『維摩会近来講読出仕番之記』を紹介する。

はじめに本牲の書誌を記す。体裁は袋綴装，料紙は格紙で，表紙は共紙原表紙である。縦

24.6cm，横17.3cm，紙数は表紙を含め10紙である。界線はなく， 1面8-12行である。表紙に

「興福/寺印」朱方印が1頼ある。内題・尾題はない。奥羽:等まもないが、書風および次に述べ

る理由から、江戸時代前記の書写にかかるものと考えられる。すなわち第 3丁に明暦4年

(1658) 3月の記事があるが，同年7月には万治と改元することから，本書は明暦4年3月を

あまり距たらない時期に智:かれたものと推定される。また，この条の右肩に「今上」の文字が

あり，明暦4年条の記事中にも「今年…」の記載があることもそれを裏付ける。能者は明らか

でない。表紙右下に「金勝院」とあるが，金勝院は宝永5年(1708)の「興福寺伽l藍春日社境

内絵図」によれば伽藍中心に近く，食堂の東北方に位置している。本舎の書写あるいは所持に

かかわったのであろう。

興福寺維陵会は，奈良時代以前に起源を持つ南者11屈指の大会で，宮中御斎会 ・薬師寺最勝会

とともに三会と称されており，毎年10月10日から藤原鎌足の忌日である同16日まで誹堂で行わ

れた。他界で高位・高官に就くためには，この法会において講師を勤仕する必要があった。毎

年の講師名を書き上げたものは多くあるが，著名なものとしては斉明天皇4年 (658)から永禄

7年 (1564)までの講師名を記した r三会定一記』がある。

本書は外題に「講読出仕番之記」 とあり，永正8年から明暦4年までの講師と説師の次第を

記しているが，内題に「維摩会読師役之次第」とあるように，説師について記すのが主眼であ

る。明暦4年に読師役をめぐって相論があり，おそらく本告は，それに際して参考資料と して

読師役を誰が勤仕したかについて永正8年からの例を列記したのであろう。それだけでなく，

読師役に関する相論等の先例として康正2年(1456)，応永28年(1421)，天文18年(1549)，永

享10年(1438)，明応7年 (1498)，保安2年 (1119) 等の記事を掲げており，他の車I~~会関係

記録において読師の記載が少ないだけに有益である。本書の最も貴重な点は表紙の貼紙の記載

にもあるように， 『三会定一記』が永禄7年の講師名までで終っているのに対し，その後の講師

名も記載していることである。興福寺所蔵の典籍・文官:を精査すればそれぞれの年の講師名は

判明するであろうが，本書のように一覧できるのは便利である。なお，毎年の記事の右肩に

「某年分J とあるのは，戦乱等により遂行できなかった年の分の維摩会を行うという意味で，

それにより，天正18年のように 1年のうちに永享8年と 9年分の二度の維摩会を行うこともあ

りえたのである。 (加藤俊)
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